
 

「県営住宅入居者募集案内」の訂正について 
 

令和７年４月募集の『県営住宅入居者募集案内』の中で、一部表記に誤りが

ございました。 

 つきましては、お詫びし、以下の内容で訂正させていただきます。 
 

 

２申込み資格（4ページ）                         

（１） 共通 

③ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

イ 住宅を所有している方   

 

<訂正前> 

（イ） 所有している住宅が入居可能日から起算して３カ月以内に申込者（同居人を含む）

の所有ではなくなる方 

 

 

 

<訂正後> 

（イ） 所有している住宅が資格審査日の最終日の翌日から起算して３カ月以内に申込者

（同居人を含む）の所有ではなくなる方 
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